
職場内で掲示・回覧をお願いします。

第68号 平成27年５月

協会けんぽ協会けんぽ

協会けんぽ埼玉支部 移転のお知らせ
　全国健康保険協会（協会けんぽ）埼玉支部は、Ｇ・Ｍ大宮ビル（さいたま市大宮区土手町）において業務
を行っておりましたが、平成27年7月に下記へ移転いたします。
　現在の埼玉支部窓口での営業は、平成27年7月17日（金）17時15分で終了となります。

平成27年  　7月21日（火曜日）

移転予定日

移　転　先

 〒３３０－８６８６
埼玉県さいたま市大宮区錦町６８２－２
大宮情報文化センター（ＪＡＣＫ大宮）１６階
※申請書等の郵送でのお手続きの場合は、７月１７日（金）

　投函分から新住所へお送りください。

電話番号は変更ありません

住　所

ＪＲ大宮駅西口より徒歩約２分アクセス

Q1Q1 今回の事務室移転で、何か手続きが必要になりますか？

A1A1 いいえ。加入者および事業主の皆様にお願いする手続きはございません。

Q2Q2 保険証等に埼玉支部の旧住所「さいたま市大宮区土手町1-49-8」が記載されていますが、
移転後もそのまま使えますか？

A2A2 はい。旧住所地が記載されている保険証や高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証等
の各証は移転後もそのままご使用いただけます。

Q3Q3 移転日以降に旧住所宛に書類を送ってしまった場合、新住所に転送されますか？

A3A3 はい。当分の間は新住所に転送されます。

Q4Q4 旧住所の返信用封筒は、移転後も使用できますか。

A4A4 はい。そのままご使用いただけます。

Q5Q5 駐車場はありますか？

A5A5 いいえ。協会けんぽのお客様専用の駐車場はございません。できるだけ公共交通機関のご利用を
お願いいたします。また、すべての申請は郵送で手続きができますので、郵送でのご送付に
ご協力をお願いいたします。

よくあるご質問



検索
協会けんぽホームページ：http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

埼玉支部ホームページ：　http://www.kyoukaikenpo.or.jp/saitama/

業務グループ

健康保険の給付金や任意継続に関すること

048－658－5913

レセプトグループ

医療費のお知らせや交通事故に関すること

048－658－5914

保健グループ

健診・健康づくりに関すること

048－658－5915

協会けんぽ　埼玉

〒330－8686
埼玉県さいたま市大宮区土手町1－49－8　G・M大宮ビル
048－658－5919（代表）
営業時間…8：30～17：15（土・日・祝日・12／29～1／3を除く）

発行者

メルマガ配信中！

労働安全衛生法に基づく事業者健診を行っている事業主の皆様へ

事業者健診の結果データのご提供をお願いします事業者健診の結果データのご提供をお願いします事業者健診の結果データのご提供をお願いします
　協会けんぽ埼玉支部では、生活習慣病予防健診を

受けられた方々を対象に、保健師等が職場を訪問し、

生活習慣等の改善に関する無料の健康相談（特定保

健指導）を行っています。

　協会けんぽが行っている生活習慣病予防健診を受

けられていなくても、事業者健診（労働安全衛生法

で定めるいわゆる定期健康診断）の結果データをご

提供いただくことにより、従業員の皆様の健康状態

を把握させていただき、特定保健指導の対象となっ

た場合は、無料の健康相談を受けることができます。

　従業員の皆様の健康は、職場の明るい雰囲気や快

適な職場づくりに欠かせない要素の一つです。生活

習慣病の発症や重症化の予防のためにも、事業者健

診結果データをご提供いただき、無料の健康相談（特

定保健指導）をご利用ください。

　事業者健診結果データのご提供に、ご理解と

ご協力をお願いいたします。

事業者健診結果データご提供に関するお問合わせは　048－658－5915　保健グループ

　事業主様が保険者（協会けんぽ）へ健診結果データを提供することは、法律で認められており、個人情報漏えい
の責任を問われることはありませんのでご安心ください。

事業者健診結果データ
をご提供いただきたい方

40歳以上の協会けんぽ
に加入しているご本人

（被保険者）

※協会けんぽの生活習慣病予防健診
　を受診されている方および受診予
　定の方は除きます。

事業者健診結果データ提供の流れ

①事業者健診の実施

②同意書等※の提出

※協会けんぽが健診実施
　機関から健診結果デー
　タの提供を受けるため
　の「同意書」等です。

③健診実施機関より健診結果
　データの作成および提出

④ご希望の方に、無料
　の健康相談を実施

事　業　主

健診実施機関 協会けんぽ

　「同意書」等の資料につきましては、ご連絡いただければ郵送いたします。また、協会けんぽ埼玉支部のホームページ
から印刷することもできます。
　「同意書」等をご提出いただければ、健診結果データは、協会けんぽ埼玉支部が受診された健診実施機関から直接受
領いたします。ただし、健診実施機関によっては、健診結果データの作成ができない場合があります。その場合は、事
業主様から直接ご提供いただく方法をお願いしております。（協会けんぽのホームページから、健診結果データ作成用
のツールをダウンロードいただけます。）


